
宝達志水町長あて

l′モ出年月H

現  住  所 宝達志水Ⅲ丁 業種又は職業

1月 1日現在の住所 電 話 番 号

フリガナ

佃人番号

| |

氏   名
月 日

生年
月日

1月・ノ、・‖召
平・令

世帯主
の氏名

続柄

令和 8年度分
(令和 7年分 )

税

税

民

民

町

県
申 告 書

地方税法附則第 4条 の 4の】と定の適用を選択する場合には、

「医療費控除J ITlの 「区分Jの □ に「 lJと 記入してください。

5 給与・公的年金等に係る所得以外 (令和 8年
4月 1日 において65歳未満の方は給与所得以外)
の町民税・県民税の納税方法

「個人番号J lttlに は、個人番号 (行政手続における特定のll¬ 人を

識別するための番サの利用等に関する法律第 2条第 5牙1に規定
する個人希号をいう。)を 記載してください。

※
こ
の
申
告
書
を
提
出
し
た
方
は
事
業
税
の
中
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

所
得
の
な
か
っ
た
方
は
、
一異
面
の
「
１５
」
欄
に
記
入
の
う
え
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
分
離
課
税
に
係
る
所
得
等
の
あ
る
方
は
、
「町
民
税

・
県
民
税
中
告
書
（

3所得から差し引かれる金額に関する事項

別居の扶養親族等がいる場合には、裏而「12」 に氏名、個人

番号及び住所等を記入してください。

）
」
を
あ
わ
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

支 払 っ た 保 険 料社 会 物t険 の 種 類
円

⑩
社会保険料

控   除
合   計

の 果 のJニ  ィ

円 |¬

|ト 1人 年 令 え1険 の
i 討の

I刊

十の 言

⑫
J二命保険料

控   除
「[l

の i十保 ト の |11長

IT]料
除
険傍震

⑬
地
控 「 ]

親

除

とひ
控

⑮
□

⑮ □ 勤労学生控除
(学校名)

①～⑮
寡婦、ひとり親、

ュll労学生挫除

⑭ □ 寡帰控除

(目雛搬:集輛盤)
障害の

程 度
級

度
氏名1

個人番号

障害の

程 度
級

度
氏名2

個人番号 | | | | | | | | | | |

⑫
障害者控除

り1 人・昭 平
ガ ナ

生 年 月 日

円

配
偶
者 氏名

Iじ  伸t ヤ4 1ナ )
イ1岳「,)Fイ↓金

′
FJ〔

〇～ (191
Wこ 佃者控 除
・西こ側者J寺〃可
控 除 ・同一
生 計配偶者

‖召

1

万 円⑩

∫ Π召

‖召

⑪

扶

養

控

除

生年 明 大

月 日 平・令

生年 明。大

月 日 平 令2 氏名

■年 1月・ノ、・‖召

月 日 平 令3 氏名

4 氏名

■年 明 大

月 日 平・令

lllJ人番号

氏名

個人番号

個人番号

ガ ナ

個人番号 控除額

控除額

推除額

控除額

同居.別居
の I三 分

同居.別居
の 区 分

同居'別居
の 区 分

同居・別居
の 区 分

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

□ 同居
□ 別居

ナ 統

柄
年

日

生

月
ギ・令

|]層・別居
の 区分

□ 同居
□ 別居氏名1

1田人番号
フ

ォ 続
柄

年

日

■

月
平・令

同居.別居
の 区分

□ 同居
□ 別居氏名2

個人番号 | | | | | | | | | | |
フ

オ 年

Ｈ

■

月
平・令

同居

"J居の 区 分

□ 同居
□ 別居

続
柄

氏名3

個人番号 I I I I I I I I I I I

‐６
歳
未
満
の
扶
養
親
族
（控
除
対
象
外
）

扶養控除
額の合計

１

収

入

金

額

等

事

業

営  業  等 ア

'貢

業

不  動  産 ウ

不げ 子 エ

酉己 当 オ

給 ‐与 カ

公 的年 金等 キ

業 務 ク

そ  の  他 ケ
総
合
譲
渡

短 サlll コ

長 期 サ

‖寺 ン

2

所

得

金

額

事

業

営  業  等 ①

農 業 ②

イヽ  動  産 ①

不可 子 ①

酉己 当 ⑤

給 与 ⑥

升に ⑦

総合譲渡 。一時 ①

ノヽ
計 ①

4

所

得

か

ら

差

し

引

か

れ

る

金

額

社会保険料控除 ⑩

′l
①

生命保険料控除 ⑫

地震保険料控除 ⑬

寡婦、ひとり親控除 ⑭ぁ
⑩5

配 偶 者 控 除 ⑬

配偶者特別控除 ⑩

扶 養 控 除 ⑩

特定親族特別控除 ⑪

基 礎 控 除 ②

⑩から⑫までの計 r231

雑 損 控 除 ②

医療費控除
区

分 ⑮

の十の十の |

r
⑮

②
雑 損 控 除

損 害 の 原 因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

損 害 金 額 る

井 りIオこえ炎 額 の う ち
災 各 I瑚 迪 支 出 の 金

′■〔

円 円

⑮
医療費控除

支 V、 っ た 医 療 費 等 資金などで補てんされる金徹

円 F■l

普通徴収)給与から差引き

裏面にも記載する欄がありますから注意してください。 2129  3129



6給与所得の内訳
日給などの給 lプ 所得のある人で、源泉微収
票のない人は記入してください。

日 給 」
'メ
J

H
務
教 )]   叫又

1 円 I刊

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

賞  与  等 円

合    計
は
地
又口一
・」

呑
ィ
人法
所

勤 務 先 名

電 話 春 辱

10総合譲渡 。一時所得の所得金額に関する事項

右上のイの金額をlく而のコに、口の金薇
右の工の金額を表hiのこV)所得金額側に

) 7事 業・不動産所得に関する事項

8配当所得に関する事項

9雑所得 (公的年金等以外)に関する事項
種  日 支 1′、者 の 1名 称 J及 び

「法人イヽ アナ又は所作),1牛 収 入 金 額 必 要 経 費

|・l

(

オさヽヽ

を去面のサに、ハの金額を大面のシに,記人してください.
記入してください。

11事業専従者に関する事項

12別居の扶養親族等に関する事項

14寄附金に関する事項

13事業税に関する事項

二そイとで ,と
法 人 及び 1チ fブ」
ナる常 ll常につ いては、
(i)|を 1,と出してください

flJ法人ナlクトの1う
ぃこ人じ→・、り」途

統 柄
生年

'∫

H

大

令

月

ｒ
1女
ど|する科;r,

級

度

lザ I111ヴ )'`ォイ)

の ri:''F氏 竹

11人
ア、ケ}

所得の種類 文
V、 市 の 1拓 林 」及 び

「法人 rヽ号又は所れ:地 1等 収 入 金 額 必 要 経 費 青色中告特別控除額

円 円 円

山じ当 ,九 待
の をL類

支 払 音 の 1名 称 J及 び
「法人希 号又は所れ!引 L十 年 支払確定年月 収 入 金 額 必 要 経 費

1可 ] 円

区Iタトテ,トナ(Fttにイ系
るクトIΞll,F得不光額

収 人 金 額 必 要 経 賞
非 り1 金 往i
(収入金′Frf―必要経費) 特別控除額 所 得 金 額

(差引金額―特別控除額)

総合譲波
短  期 IЧ μJ 11 II〕 イ

長  期 ロ

‖寺

二合計イ+〔 (口 十ハ)x1/2)

l

続柄

′
i:イト

ナ〕|~|

1)]大。昭

平・令

↓従イ給ケ

(|七除)灯 t

IW

氏 名

十‖人
器打

| | | | | | | | | | |

従
.Ii

,I放

2
続 lll

′
liイ 1:

,jH

I州 ,大・‖

“
下r令

I従 I綸ケ

(搾除 )な i

ltl

氏 名

J

十
ノ

| | | | | | | | | | | llL可 :

サl数

3
枕 ll l

′
liイト

'1‖

明'大 ‖rイ
lr令

↓従イI件 lプ

(枠除)額

1'I

l壁名

人

好

佃

恭 | | | | | | | | | | | イた■
ナ1教

所得税における青色申告の承認の有無 ′AI;よあリ ホ!卍なし 合計額

な ど

在ヽ を 所イキ金額

任I名■通釣:
σ)|↓″UI道

'「

JI〕 Tσ)ィく
j力

,テ士テリFイ甘|

ド〕

事業用
資正の
F英渡損
失など

Fi″rσ )fittt

11失 tli、 世災オi失
′ズ・
li(ド )

11∫

前年中の
開 (廃 )業

開始 。廃 |と

月 日

□ 他抑
`道

府県の事務所等

1

人

サ

個

番

|||||||||||
イ!:)'F

外

住

Ｈ

汗

IJ門じPt F

「司301k ttL町 文は70ら比以 i

「¬
rナ

'学  □障ギ∫汁「
]38万 円以 Lの文 Jプ、

l(名

入

「
ケ

制

希

| | | | | | | | | | |
十1:"F

|〔1外

ナ111i:

□内己l〕 lP/
□30成未 1ょ 又は70,,(以 J
L¬料学 □F:T「 汁
ヒJ38万 円以上の文1プ、

氏 名

3 ¬‖人
ア、リ

I

イ1:〃 F
外

仕

□配担II
□30成米 h街 又は70歳以 L
E‖子学  □十年TI杵
□38万円以 |をの文】ン、

氏 名

イト,こナFr ⅢⅢI、  1
(J∫ f,Jオ牛,

丁IX
ミナ1
Ⅲl丁 4」 クリ`
築 〕

,llり ,〔、

m`迪 ,rl県
条例J帝定分

il丁 I夏 ‖J小 J

1 扶養又は援助を受けていた

ti:す )千

氏名          (統 ll、l)

1  り|:下果税,)Fイ 1ト

(1)失業保険 (2)1年各年企 (3)遺族年金

5 その他 (‖乍年の4:活状況について,(
体的に記入してください)

2 学生であった
3 111気旗養中であった

16所得金額調整控除に関する事項

15令和 7年中に所得がなかった場合は該当する項目に○を付けてください。


